
規

則 

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 

 

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
九
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
三
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

□ 印
 

□ 印
 ㊞

 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

□ 印
 



様式第１４号（第７条関係） 

有料老人ホーム設置届 

  年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

届出に係る施設の設置者        

住所                 

氏名                 

                       法人にあつては、主たる事務所の   

                       所在地、名称及び代表者の氏名    

老人福祉法による有料老人ホームを設置したいので、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 施設の名称及び設置予定地 

２ 事業開始の予定年月日 

３ 施設の管理者の氏名及び住所 

４ 施設において供与をされる介護等の内容 

５ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 （１） 建物（規模及び構造） 

 （２） 設備 

 （３） 土地（敷地の面積及び借地等の有無） 

６ 施設の運営の方針 

７ 入居定員及び居室数 

８ 老人福祉法第２９条第９項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の 

 額 

９ 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法 

１０ その他 

（１） 設置者の登記事項証明書又は条例等 

（２） 建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の確認を受けたことを証する書 

   類 

（３） 設置者の直近の事業年度の決算書 

（４） 職員の配置の計画を記載した書類 

（５） ８の前払金について保全措置を講じたことを証する書類 

（６） ８の前払金の返還に関する老人福祉法第２９条第１０項に規定する契約の内容 

（７） 長期の収支計画を記載した書類 

（８） 入居契約書及び重要事項説明書 

添付資料 

（１） ５の詳細を記載した土地及び建物の平面図、建物の立体図及び立面図並びに設 

   備の配置図 

（２） その他知事が必要と認める書類 



 

様
式
第
十
五
号
及
び
様
式
第
十
六
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第

十
三
号
ま
で
、
様
式
第
十
五
号
及
び
様
式
第
十
六
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

㊞
 


